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(原油に換

算して11500キロリットル以上))
京都府地球lFl暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラックス
はパス100台以上/タ クシー1 /鉄道草両150両以上)

10粂 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事

平成 17 年 4 平成  20 年   3

し、それを実行に移すことで、 「エネルギーの
図り、C02排 出原単位での抑制をめざす。

関する法律」に適合したエネ

と―トボンプ式空岡機等に貿斯し省電力化を図る

(19)年 度

2917t

自然エネルギーを利用した電

か、エネルギー消費量は増加するものと思われる。
2 桂 地区は平成15年9月に開所して以降、規模が拡大している途中にある。平成18年9月には新標が稼動予定で、面
積において約350001n増加する。もともと当地区は実験を主に行うので、平成!8年度 19年度においてエネルギー消

幽畳は確実に増"Dする。当地区は建設時、大体の設備において高効率 省 エネルキー型を導入しており、環境に配慮

構造となっている。平成,7年度には省エネ型ではない設備を省エネ型に交換しており (FR明の人感センサー作動

、今後も検討を統けてゆく。また、平成17年度において、環境負荷削減に関するコンサルティングを受け、18午

路も同様のコンサルティングを受ける予定であり、これらの報告を元に、当地区において更なる環境負荷消!減の

を検村 ・実施してゆく予定である。
一部、再生可能な資源 (紙)が 焼却されているが、その割合は把握できておらず、組成を明らかにし、分別を検

方策を検村 ・実施してゆく予定である。
3 -部 、再生可能な資源 (紙)が 焼却されているが、その割合は把握できておらず、組成を明らかにし、分別を検

討すると同時に、適切なC02排 出畳を把握でをるようにする。
4 宇 治地区は平成16年9月より絡合研究実験棟 〈約11200市)が tr分稼動を始め、平成17年4月には一部を除くほぼ

全体が本格稼動した。モのため平成16年度 (基準年度)と 平成17年度の実績値を比較すると、この時点ですでに

64%の 増があつた。したがつて、ここからの肖Ⅲ滅努力となるため、平成19年度 (日襟年度)に おいても平成16年度

(基準年度)と 比較すれば +60%の 増となる試算ではあるが、平成17年度と比較すれば △04%の 削減となる予定

5 本 学では、C02排 出係数の低い電気の使用に

る。その排出係数は035S(平 成 16年 度全日平均う
ており、購入電力の全てを関西電力株式会社から船入してい

であり こ の排出係数を使用した場合、墓辞年度 (実絵)

担 当 者 氏 名

フ ァ ク シ ミ リ番 号

社 1按 当する□には レ 印を記入してください。4予定事業者以外でコ主参加さ11る事乗者の方は レ 印の卍入は不裟です。

2「 墓44年度」とは肘口lU H対の前年度を  「 B標 年度Jと は計m別 間の最終年度をいいます。

3「 W来 所等リトJ!区分Jと は 京 都府内の事業所等の対F栞活IJlのためのエネルギーの使用11‖い発生する根宝効呆ガスを  f輸 送11両怖出区分」と

は 自 動車遭送事来者については佐昴〕の本抱の位置を京有[府内とするJi両のjJ!」する温空効果ガスを 飲 道打策者については保有する貨物や両又

は旅各】i両のり'出するln生劾栄ガスを  「そのlt'卜11区分Jと は ■ S3以外の京都市内におけるす宋所守の事来i古動に伴い発生する濃堂効宋ガス

をいい|いいます。
「特氾革現」には 平成2年度 (1999年 度)を基神とした抑出元の対比やエネルギー原い位C02fE″j五 省エネ製品開発など地者の温宝効果

'ス排:[朗政への貢献 グリーシ劇造の3T"l 付定フロンなどの条例'と定外のほ蛇効果ガスの例減などを紀入してください.

署

所

号

部

番

当

話

担

住

電

4

ガ


